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(57)【要約】
【課題】本発明は、薬液貯留部から簡易な作業によって
正確に所定の体積の薬液を採取することが可能な薬液採
取装置、薬液採取容器及び内視鏡洗浄消毒装置を提供す
る。
【解決手段】内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留
部内から、所定の体積の前記薬液を導管部を介して薬液
採取容器内に採取する薬液採取装置において、前記導管
部の一端部を、前記薬液貯留部内において前記薬液貯留
部の満水水位よりも低い位置に配置し、前記導管部の他
端部を前記満水水位よりも高い位置に配置し、内部が負
圧に保たれた薬液採取容器に刺入可能な形状とする。
【選択図】図２



(2) JP 2011-92425 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留部内から、所定の体積の前記薬液を一端部が
、前記薬液貯留部内において前記薬液貯留部の満水水位よりも低い位置に配置され、他端
部が、前記満水水位よりも高い位置に配置されてなる導管部を介して薬液採取容器内に採
取する薬液採取装置であって、
　前記薬液採取容器は、内部が負圧に保たれた採取室、及び前記採取室を密閉し前記導管
部の前記他端部を刺入可能な刺入部を有してなることを特徴とする薬液採取装置。
【請求項２】
　前記他端部の下方において上方に開口する凹部と、
　前記薬液貯留部内及び前記凹部の底面部を連通する管路と、
を具備することを特徴とする請求項１に記載の薬液採取装置。
【請求項３】
　前記薬液採取容器を、前記刺入部が前記他端部と対向するように支持し、かつ前記薬液
採取容器を前記他端部の中心軸に沿って移動するように案内する案内部を具備することを
特徴とする請求項２に記載の薬液採取装置。
【請求項４】
　前記案内部は、前記他端部を囲い、前記刺入部を挿入可能な開口部を有する筒形状であ
って、
　前記開口部は、前記他端部よりも他端側に配設される
　ことを特徴とする請求項３に記載の薬液採取装置。
【請求項５】
　前記案内部内に前記他端部に沿って移動可能に配設され、前記他端部が貫通可能なフィ
ルタ部と、
　前記フィルタ部を前記案内部の開口部側に付勢する弾性部材と、
を具備し、
　前記フィルタ部は、前記刺入部が前記案内部内に挿入されていない状態では、前記案内
部内において前記他端部よりも前案内部の開口部側に位置することを特徴とする請求項４
に記載の薬液採取装置。
【請求項６】
　薬液を用いて内視鏡を処理する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　請求項１から５に記載の薬液採取装置を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置
。
【請求項７】
　内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留部内から、所定の体積の前記薬液を採取する
薬液採取容器であって、
　内部が負圧に保たれた採取室と、
　前記採取室を密閉し、一端部が前記薬液貯留部内に配置された導管部の他端部を刺入可
能な刺入部と、を具備し、
　前記刺入部は、弾性を有し、前記他端部が刺入された場合に前記他端部の外周に密接し
、前記他端部が前記刺入部から抜去された場合に前記採取室を密閉することを特徴とする
薬液採取容器。
【請求項８】
　前記薬液と反応する試薬を収容することを特徴とする請求項７に記載の薬液採取容器。
【請求項９】
　前記試薬を収容し、前記採取室と隔壁部によって隔たれ、前記採取室に対して相対的に
移動可能に配設された試薬収容室と、
　前記隔壁部に設けられ、前記採取室及び前記試薬収容室を相対的に移動させることによ
って前記隔壁部に加えられる力により破断して前記採取室及び前記試薬収容室を連通させ
る破断部と、
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　を具備することを特徴とする請求項８に記載の薬液採取容器。
【請求項１０】
　前記採取室を密閉する壁面部に設けられた第１壁部と、
　前記試薬収容室を密閉する壁面部に設けられた第２壁部と、
　前記第１壁部に設けられ、前記第１壁部に加えられる所定の第１の力によって破断する
第１破断部と、
　前記第２壁部に設けられ、前記第２の壁部に加えられる前記第１の力よりも強い所定の
第２の力によって破断する第２破断部と、
　前記第２壁部の前記第２破断部が設けられた箇所を底面部として、前記採取室側に開口
する凹部と、を具備し、
　前記隔壁部は、前記第１壁部及び前記第２壁部によって構成され、
　前記破断部は、前記第１破断部及び前記第２破断部によって構成され、
　前記第１破断部は、破断することによって前記採取室内と前記凹部内とを連通させ、
　前記第２破断部は、破断することによって前記凹部内と前記試薬収容室内とを連通させ
ることを特徴とする請求項９に記載の薬液採取容器。
【請求項１１】
　前記採取室及び前記試薬収容室は、互いに近づく方向に移動可能であって、
　前記前記採取室及び前記試薬収容室の互いに近づく方向への移動に伴い、前記第１壁部
を前記採取室内に向かって押圧する第１押圧部と、
　前記前記採取室及び前記試薬収容室を、前記第１押圧部が前記第１壁部を押圧する位置
よりもさらに近づけた場合に、前記第２壁部を前記試薬収容室内に向かって押圧する第２
押圧部と、
　を具備することを特徴とする請求項１０に記載の薬液採取容器。
【請求項１２】
　前記第１壁部及び前記第２壁部は、前記採取室及び前記試薬収容室の互いに近づく方向
について互いに対向して配設され、
　前記第１押圧部は、前記第１壁部及び前記第２壁部との間に配設され、
　前記第２押圧部は、前記採取室を密閉する壁面部に固設されることを特徴とする請求項
１１に記載の薬液採取容器。
【請求項１３】
　前記採取室及び前記試薬収容室は、互いに螺合する第１ネジ部及び第２ネジ部を具備し
、前記第１ネジ部及び前記第２ネジ部の螺合によって互いに近づく方向に移動することを
特徴とする請求項１２に記載の薬液採取装置。
【請求項１４】
　前記凹部の内側に設けられ、前記第２壁部の前記第２破断部が設けられた箇所を底面部
とした計量用凹部と、
　前記凹部の内側において、前記計量用凹部の周囲を囲う溝部と、を具備し、
　前記第１破断部は、前記計量用凹部内において破断して前記採取室内及び前記計量用凹
部内を連通させることを特徴とする請求項１０から１３のいずれか一項に記載の薬液採取
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留部内から、所定の体積の前記薬液
を採取する薬液採取装置、薬液採取容器及び内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において使用される内視鏡は、使用後に薬液を用いた洗浄処理及び消毒処理が
施される。内視鏡の洗浄処理及び消毒処理の少なくとも一方の処理を自動的に行う内視鏡
洗浄消毒装置は、例えば特許文献１に開示されている。
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【０００３】
　このような内視鏡洗浄消毒装置の使用にあたっては、処理の実施前に薬液の処理能力が
規定の条件を満たしていることを確認するための薬効確認試験が、一般的に行われる。薬
液の薬効確認試験は、例えば所定の体積の薬液に、薬液に反応する試験紙を薬液に漬けて
試験紙の色変化を目視観察する方法や、所定の体積の薬液を前記薬液と反応する試薬と混
合して混合液の色変化を吸光光度計によって測定して、薬効を確認する方法等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３０４９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の内視鏡洗浄消毒装置では、薬液を貯留した薬液貯留部に設けられている薬液排出
用のバルブを操作してビーカー等に薬液を一旦採取し、これをピペット等によって計量す
ることで、薬効確認試験に用いる所定の体積の薬液の採取が行われる。このため、従来の
内視鏡洗浄装置の薬液貯留部から所定の体積の薬液を採取する作業は、複数の工程が必要
であり、作業の簡便化が望まれている。
【０００６】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、薬液貯留部から簡易な作業によ
って正確に所定の体積の薬液を採取することが可能な薬液採取装置、薬液採取容器及び内
視鏡洗浄消毒装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の薬液採取容器は、内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留部内から、所定の
体積の前記薬液を一端部が、前記薬液貯留部内において前記薬液貯留部の満水水位よりも
低い位置に配置され、他端部が、前記満水水位よりも高い位置に配置されてなる導管部を
介して薬液採取容器内に採取する薬液採取装置であって、前記薬液採取容器は、内部が負
圧に保たれた採取室、及び前記採取室を密閉し前記導管部の前記他端部を刺入可能な刺入
部を有してなることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、前記薬液採取装置を具備することを特徴とする
。
【０００９】
　また、本発明の薬液採取容器は、内視鏡を処理する薬液を貯留した薬液貯留部内から、
所定の体積の前記薬液を採取する薬液採取容器であって、内部が負圧に保たれた採取室と
、前記採取室を密閉し、一端部が前記薬液貯留部内に配置された導管部の他端部を刺入可
能な刺入部と、を具備し、前記刺入部は、弾性を有し、前記他端部が刺入された場合に前
記他端部の外周に密接し、前記他端部が前記刺入部から抜去された場合に前記採取室を密
閉することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、薬液貯留部から簡易な作業によって正確に所定の体積の薬液を採取す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態の内視鏡洗浄消毒装置の構成を説明する図である。
【図２】薬液採取装置及び薬液採取容器の断面図である。
【図３】薬液採取装置の断面斜視図である。
【図４】導管部の他端部を薬液採取容器の刺入部に刺入した状態を示す断面図である。
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【図５】薬液採取装置の変形例を示す断面図である。
【図６】第２の実施形態の内視鏡洗浄消毒装置の構成を説明する図である。
【図７】第３の実施形態の薬液採取装置の断面図である。
【図８】第３の実施形態において導管部の他端部を刺入部に刺入した状態を示す断面図で
ある。
【図９】第３の実施形態のフィルタ部の作用を説明する図である。
【図１０】第４の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図１１】図１０のXI-XI断面図である。
【図１２】図１０のXII-XII断面図である。
【図１３】第４の実施形態において導管部の他端部を刺入部に刺入した状態を示す断面図
である。
【図１４】第４の実施形態において薬液を採取した状態を示す断面図である。
【図１５】第４の実施形態において第１破断部が破断した状態を示す断面図である。
【図１６】第４の実施形態において第２破断部が破断した状態を示す断面図である。
【図１７】第５の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図１８】第５の実施形態において第１破断部が破断した状態を示す断面図である。
【図１９】第５の実施形態において第２破断部が破断した状態を示す断面図である。
【図２０】第６の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図２１】第６の実施形態において第１破断部及び第２破断部が破断した状態を示す断面
図である。
【図２２】第７の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図２３】第８の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図２４】第８の実施形態において導管部を薬液貯留部の通気口に挿入した状態を示す図
である。
【図２５】第８の実施形態において薬液を採取した状態を示す図である。
【図２６】第９の実施形態の薬液採取容器の断面図である。
【図２７】第９の実施形態において試薬を充填した状態を示す断面図である。
【図２８】薬液を採取した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に
用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各構
成要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要
素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構成要素の相対的な位置関
係のみに限定されるものではない。
【００１３】
（第１の実施形態）　
　以下に、本発明の第１の実施形態を説明する。図１に示す本実施形態の内視鏡洗浄消毒
装置１は、概略的には、内視鏡に対して薬液を用いて洗浄処理及び消毒処理の少なくとも
一方の処理を実施する装置である。
【００１４】
　本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、一例として薬液を貯留可能な容器である第１の
薬液貯留部１０及び第２の薬液貯留部２０を備えてなり、詳しくは後述するが前記第１の
薬液貯留部１０内に内視鏡を収容して薬液による処理を実施するものとする。また、内視
鏡洗浄消毒装置１は、薬液採取装置１００、移送管路４及び薬液導入管路６を具備して構
成されている。
【００１５】
　また本実施形態では一例として、内視鏡の処理に用いられる薬液は、内視鏡洗浄消毒装
置１の外部に配設された薬液供給部７から、内視鏡洗浄消毒装置１内に供給されるものと
する。なお、薬液供給部７は、内視鏡洗浄消毒装置１内に配設される形態であってもよい
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し、内視鏡洗浄消毒装置１に着脱可能な形態であってもよい。
【００１６】
　第１の薬液貯留部１０は、図示しない内視鏡を内部に収容可能であって、薬液を貯留可
能な容器である。第１の薬液貯留部１０は、略凹形状の桶状部１１と、桶状部１１の開口
部を開閉する蓋部１２とにより構成されている。
【００１７】
　蓋部１２は、ヒンジ部１３によって支持されており、桶状部１１の開口部を閉鎖する閉
位置と、開口部を開放する開位置との間で回動可能である。蓋部１２が閉位置にある状態
において、蓋部１２と桶状部１１の開口部との間には、パッキン１４が挟持されるように
配設されている。
【００１８】
　本実施形態では、第１の薬液貯留部１０内において、薬液の水位（液面高）を規定する
満水水位Ｌ１及び下限水位Ｌ２が定められている。満水水位Ｌ１は、第１の薬液貯留部１
０内において内視鏡の処理を実施することが可能な薬液の水位の上限を規定するものであ
る。また、下限水位Ｌ２は、第１の薬液貯留部１０内において内視鏡の処理を実施するこ
とが可能な薬液の水位の下限を規定するものであり、前記満水水位Ｌ１よりも低い位置に
定められている。
【００１９】
　第１の薬液貯留部１０の、満水水位Ｌ１よりも上方には、第１の薬液貯留部１０の内部
と外部とを連通する開口部である通気口１５が設けられている。この通気口１５によって
、第１の薬液貯留部１０内の気圧は、大気圧と略同一に保たれる。なお、図１に示す本実
施形態では、通気口１５は蓋部１２に設けられているが、通気口１５は桶状部１１に設け
られるものであってもよい。
【００２０】
　本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１では、通気口１５内に薬液採取装置１００が配設さ
れている。詳しくは後述するが、薬液採取装置１００は、第１の薬液貯留部１０内に貯留
された薬液を、所定の体積だけ薬液採取容器２００内に移送するためのものである。
【００２１】
　なお、特に限定されるものではないが、第１の薬液貯留部１０には、例えば内視鏡を所
定の姿勢で保持する内視鏡保持部、薬液の水位を測定する水位センサ、内視鏡に設けられ
た管路内に薬液を送出するためのチューブを繋ぐコネクタ部、薬液を所定の温度にするた
めの温度調整装置、及び超音波洗浄装置等が、薬液による処理の形態に応じて適宜に配設
される。
【００２２】
　第２の薬液貯留部２０は、所定の容積を有し、薬液を貯留可能な容器である。第２の薬
液貯留部２０は、移送管路４を介して第１の薬液貯留部１０と接続されている。移送管路
４には、ポンプ５が配設されている。ポンプ５を動作させることにより、第２の薬液貯留
部２０内の薬液は、移送管路４を介して第１の薬液貯留部１０内に移送される。
【００２３】
　また、第２の薬液貯留部２０は、薬液導入管路６を介して薬液供給部７と接続される。
すなわち、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１では、薬液供給部７から供給される薬液は
、薬液導入管路６を介して第２の薬液貯留部２０内に導入される。そして、第２の薬液貯
留部２０内の薬液を第１の薬液貯留部１０に移送することによって、内視鏡に対して処理
を実施する。
【００２４】
　なお、本実施形態では、薬液供給部７から供給される薬液は、一旦、第２の薬液貯留部
２０に貯留された後に第１の薬液貯留部１０に供給されるものであるが、薬液供給部７か
ら供給される薬液が直接第１の薬液貯留部１０に供給される形態であってもよい。
【００２５】
　また、例えば内視鏡洗浄消毒装置１で用いられる薬液が、薬液と水との混合液、及び複
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数種類の薬液の混合液の少なくとも一方である場合には、第２の薬液貯留部２０内におい
て混合処理が行われる形態であってもよい。
【００２６】
　また、図示しないが、内視鏡洗浄消毒装置１には、第１の薬液貯留部１０内の液体を排
出するための排出管路が配設される。また、内視鏡洗浄消毒装置１に用いられる薬液が複
数回の処理に繰り返し用いることが可能である場合、内視鏡洗浄消毒装置１には、第１の
薬液貯留部１０内の薬液を第２の薬液貯留部２０に移送するための管路が配設される。
【００２７】
　次に、第１の薬液貯留部１０、薬液採取装置１００及び薬液採取容器２００の詳細な構
成について説明する。図２及び図３に示すように、本実施形態の第１の薬液貯留部１０の
蓋部１２には、開口部である通気口１５が設けられている。そして、通気口１５には、薬
液採取装置１００が配設されている。
【００２８】
　本実施形態の薬液採取装置１００は、通気口１５に係合する係合部１０２を有しており
、係合部１０２が通気口１５と係合することによって、第１の薬液貯留部１０に対する所
定の位置に固定されている。
【００２９】
　本実施形態では、薬液採取装置１００は、係合部１０２が通気口１５内に嵌合する形状
を有し、係合部１０２には、係合部１０２が通気口１５内に所定の長さだけ挿入された状
態において通気口１５の端面部１５ａに当接する突き当て部１０２ａが設けられている。
【００３０】
　なお、薬液採取装置１００は、ネジ留め等の他の固定方法によって通気口１５の所定の
位置に配設される形態であってもよいし、薬液採取装置１００の一部又は全部が第１の薬
液貯留部１０と一体に形成される形態であってもよい。
【００３１】
　薬液採取装置１００は、保持部１０１によって保持された導管部１１０を具備して構成
されている。導管部１１０は、一端部１１１が第１の薬液貯留部１０内において満水水位
Ｌ１よりも低い位置に配置され、他端部１１２が満水水位Ｌ１よりも高い位置に配置され
た、管状の部材である。また、導管部１１０の他端部１１２は、後述する薬液採取容器２
００の刺入部２０１に刺入可能なように、針状に尖った尖頭形状を有する。
【００３２】
　導管部１１０の一端部１１１が配置される位置は、第１の薬液貯留部１０内の満水水位
Ｌ１よりも低い位置であれば特に限定されるものではないが、一端部１１１は、下限水位
Ｌ２よりも低い位置に配置されることが好ましい。これにより、第１の薬液貯留部１０内
に内視鏡の処理に必要な量の薬液が貯留された状態において、常に一端部１１１を薬液の
液面よりも下方に位置させることができる。
【００３３】
　また、薬液採取装置１００は、上方に開口する凹部１０３を具備している。凹部１０３
は、底面部１０４が導管部１１０の他端部１１２の下方に位置するように配設されている
。言い換えれば、導管部１１０は、他端部１１２が凹部１０３の上方に配設されるように
、保持部１０１によって保持されている。また、凹部１０３の底面部１０４には、凹部１
０３と第１の薬液貯留部１０内とを連通する管路１０５が設けられている。
【００３４】
　また、薬液採取装置１００は、案内部１０６を具備している。案内部１０６は、後述す
る薬液採取容器２００を、刺入部２０１が導管部１１０の他端部１１２に対向した状態で
、他端部１１２の中心軸に沿って移動するように案内するものである。
【００３５】
　本実施形態では、一例として、導管部１１０は、通気口１５内を通過して上下方向に延
在し、他端部１１２が通気口１５の端面部１５ａよりも上方に位置するように保持部１０
１によって保持されている。すなわち、本実施形態においては、導管部１１０の他端部１
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１２は、第１の薬液貯留部１０外に配設されている。
【００３６】
　また本実施形態では、凹部１０３は、底面部１０４が他端部１１２の下方かつ通気口１
５の端面部１５ａの上方に配設され、側面部が導管部１１０の他端部１１２を周方向に囲
う形状を有する。
【００３７】
　また本実施形態では、案内部１０６は、導管部１１０の他端部１１２を周方向に囲うよ
うに配設された略筒形状の部材であり、凹部１０３の側面部を他端部１１２の中心軸に沿
って延出させることによって、凹部１０３と一体に形成されている。
【００３８】
　ここで、以下の説明において、導管部１１０の他端部１１２の中心軸に沿う方向のうち
、一端部１１１に向かう方向を一端側と称し、他端部１１２側へ向かう方向を他端側と称
するものとする。
【００３９】
　本実施形態では、略筒状の案内部１０６の開口部は、導管部１１０の他端部１１２より
も他端側に配設されている。すなわち、導管部１１０の他端部１１２は、略筒形状の案内
部１０６の開口部から所定の距離だけ入り込んだ位置に配設されている。このように、他
端部１１２を案内部１０６により覆い、かつ他端部１１２を案内部の開口部から所定の距
離だけ奥に配置することによって、尖頭形状である他端部１１２に物が接触することを防
止することができる。なお、案内部１０６には、開口部を開閉するための蓋部材が設けら
れる構成であってもよい。
【００４０】
　薬液採取容器２００は、所定の容積を有する採取室２０２と、採取室２０２の開口部を
密閉する刺入部２０１とを具備して構成されている。採取室２０２内は、圧力が大気圧よ
りも低い負圧状態とされている。
【００４１】
　刺入部２０１は、薬液採取装置１００の導管部１１０の他端部１１２によって貫通可能
であって、かつ採取室２０２の内外の圧力差によって破断することのない強度を有する。
また、刺入部２０１は、導管部１１０の他端部１１２が貫通された状態において、他端部
１１２の外周面に密着して他端部１１２の外周面との間を気密に保ち、かつ他端部１１２
が抜去された状態において、他端部１１２によって形成された穿孔を閉塞し採取室２０２
の水密を保つことが可能な弾性及び硬度を有する。刺入部２０１を構成する材料は特に限
定されるものではないが、弾性を有し、かつ薬液に対する耐薬品性を有する材料、例えば
シリコンゴム等が適用され得る。
【００４２】
　薬液採取容器２００は、前述したように薬液採取装置１００の案内部１０６によって、
刺入部２０１が導管部１１０の他端部１１２に対向した状態で、他端部１１２の中心軸に
沿って移動するように案内される構成を有する。
【００４３】
　本実施形態では、薬液採取容器２００は、略筒形状の案内部１０６の開口部内に刺入部
２０１を先端として挿入可能な形状を有し、案内部１０６の内周面に沿うことにより、他
端部１１２の中心軸に沿って移動するように案内される。
【００４４】
　以上に説明した構成を有する内視鏡洗浄消毒装置１において、第１の薬液貯留部１０内
に貯留された薬液を採取するには、薬液採取容器２００の刺入部２０１に、導管部１１０
の他端部１１２を刺入し、他端部１１２を採取室２０２内にまで貫通させる。
【００４５】
　具体的に本実施形態では、薬液採取容器２００を、刺入部２０１を先端側として薬液採
取装置１００の案内部１０６内に挿入し、図４に示すように、薬液採取容器２００が底面
部１０４に突き当たるまで押し込む。これにより、導管部１１０の他端部１１２が刺入部
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２０１を貫通し、所定量だけ採取室２０２内に突出する。
【００４６】
　ここで、導管部１１０の一端部１１１は、第１の薬液貯留部１０内において、薬液２０
５の液面よりも下方に位置している。また、刺入部２０１と刺入部２０１を貫通する導管
部１１０の他端部１１２の周囲との間は気密に保たれているため、刺入部２０１に他端部
１１２を貫通させた直後では、薬液採取容器２００の採取室２０２内は、所定の負圧状態
のままである。
【００４７】
　このため、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と、薬液採取容器２００の採取室２０
２内との圧力差によって、第１の薬液貯留部１０内の薬液２０５が、導管部１１０を介し
て採取室２０２内に移送される。そして、薬液採取容器２００の採取室２０２内に所定の
体積の薬液２０５が移送されると、第１の薬液貯留部１０内と採取室２０２内との圧力差
が無くなり、薬液２０５の移送が終了する。
【００４８】
　所定の体積の薬液２０５が薬液採取容器２００の採取室２０２内に移送された後に、刺
入部２０１から導管部１１０の他端部１１２を抜去する。すなわち本実施形態では、薬液
採取容器２００を、案内部１０６内から引き抜く。このとき、刺入部２０１は、弾性によ
って他端部１１２によって設けられた穿孔を閉塞するように復元するため、採取室２０２
の水密が保たれる。
【００４９】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、薬液採取容器２００の刺入部２０１に、
導管部１１０の他端部１１２を刺入するという簡易な工程の作業のみで、薬液採取容器２
００内に正確に所定の体積の薬液２０５を採取することができるので、効率的に薬効確認
の作業ができる。具体的には、薬液採取容器２００を、案内部１０６内に突き当たるまで
押し込むだけで、所定の体積の薬液２０５を採取することができる。
【００５０】
　なお、薬液採取容器２００の採取室２０２内に移送される薬液２０５の体積は、採取室
２０２の容積、及び採取室２０２内の圧力の少なくとも一方を適宜に変更することによっ
て、所望の値に設定することができる。こうすることで、目視で所定量を判定しなくても
、自動的に所定量、薬液採取可能となり、作業者の負担が軽減される。
【００５１】
　また本実施形態においては、導管部１１０の他端部１１２の下方に凹部１０３が設けら
れており、この凹部１０３の底面部１０４は、管路１０５を介して第１の薬液貯留部１０
内と連通している。
【００５２】
　これにより、刺入部２０１から他端部１１２を抜去する際に薬液２０５がこぼれた場合
、こぼれた薬液２０５は、下方の凹部１０３内に落下し、管路１０５を通過して第１の薬
液貯留部１０内に戻る。よって、採取時にこぼれた薬液２０５の蒸気が周囲に広がること
を防止することができる。
【００５３】
　また、本実施形態の薬液採取装置１００は、管路１０５が設けられていることから、第
１の薬液貯留部１０の通気口１５における通気を妨げることがない。このため、薬液採取
装置１００は、従来の内視鏡洗浄消毒装置であっても、薬液貯留部に通気用の開口部が設
けられたものであれば取り付けて使用することが可能となる。
【００５４】
　なお、薬液採取装置１００は、第１の薬液貯留部１０に設けられた通気口１５とは別の
開口部に配設される形態であってもよい。またこの場合、薬液採取装置１００は、管路１
０５を具備しない構成であってもよい。
【００５５】
　また、上述した本実施形態においては、導管部１１０の他端部１１２は、第１の薬液貯
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留部１０の外側に導出される形態としたが、他端部１１２が配置される位置は、満水水位
Ｌ１よりも高い位置であり、かつ薬液採取容器２００の刺入部２０１に刺入可能な位置で
あれば特に限定されるものではない。例えば、薬液採取装置１００が第１の薬液貯留部１
０の内部に配設される構成であってもよい。
【００５６】
　また、本実施形態においては、導管部１１０の他端部１１２は上方に向かって延出する
形態としたが、他端部１１２の延出する方向は上方に限定されるものではない。導管部１
１０の他端部１１２は、満水水位Ｌ１よりも高い位置において、側方や下方に向かって延
出する構成であってもよい。
【００５７】
　例えば図５に示すように、他端部１１２が略水平方向に延出する構成であってもよい。
この図５に示す変形例の場合、薬液採取容器２００は、案内部１０６によって水平方向に
移動するように案内される。また、凹部１０３は、他端部１１２からこぼれる薬液を受け
止めるように、他端部１１２の下方に配設される。
【００５８】
（第２の実施形態）
　以上に説明した第１の実施形態では、薬液採取装置１００は第１の薬液貯留部１０内か
ら薬液を採取する形態としたが、本発明は、内視鏡洗浄消毒装置に設けられた薬液を貯留
する第二の薬液貯留部から薬液を採取する場合にも適用可能である。
【００５９】
　その一例を第２の実施形態として、図６を参照して以下に説明する。なお、以下では第
１の実施形態との相違点のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素につ
いては同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【００６０】
　本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１ｂは、薬液採取装置１００を具備して構成されてお
り、薬液採取装置１００は、第２の薬液貯留部２０に貯留されている薬液を採取するよう
に配設されている。
【００６１】
　本実施形態では、薬液採取装置１００の導管部１１０の一端部１１１は、第２の薬液貯
留部２０内において、第２の薬液貯留部２０の満水水位Ｌ３よりも低い位置に配置されて
いる。また、導管部１１０の他端部１１２は、第２の薬液貯留部２０の外部において第２
の薬液貯留部２０の満水水位Ｌ３よりも高い位置に配置されている。
【００６２】
　このような構成を有する本実施形態では、第１の実施形態と同様に、薬液採取容器２０
０の刺入部２０１に導管部１１０の他端部１１２を刺入するという簡易な作業のみで、第
２の薬液貯留部２０内から、所定の体積の薬液を薬液採取容器２００内に採取することが
できる。つまり、装置を稼動させる前に（装置を稼動させて薬液を第一の薬液貯留部に貯
めなくても）、簡単に所定の体積の薬液採取が可能となる。よって、事前に薬液の効果を
把握することができるため、効率的な作業を行うことが可能となる。
【００６３】
（第３の実施形態）
　以下に、本発明の第３の実施形態を図７から図９を参照して説明する。第３の実施形態
は、第１の実施形態に対して薬液採取装置の構成が異なる。以下では第１の実施形態との
相違点のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号
を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【００６４】
　図７に示すように、本実施形態の薬液採取装置１００ｃは、フィルタ部１２０、スライ
ダ１２２及び弾性部材１２１を具備して構成されている。
【００６５】
　フィルタ部１２０は、吸水性及び通気性を有し、導管部１１０の他端部１１２が貫通可
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能な部材である。フィルタ部１２０の構成は特に限定されるものではなく、例えば多孔質
の合成樹脂からなるスポンジ状の部材であってもよいし、また例えばガーゼや不織布のよ
うな布状の部材であってもよい。
【００６６】
　スライダ１２２は、フィルタ部１２０を保持し、導管部１１０の他端部１１２の中心軸
に沿う所定の移動範囲で移動可能な部材である。本実施形態では、スライダ１２２は、略
筒形状の案内部１０６の内部において、案内部１０６の内周面に沿って移動するように配
設されている。スライダ１２２は、案内部１０６を開口部側から見た場合において、図７
に示すように、他端部１１２がフィルタ部１２０によって隠される位置と、図８に示すよ
うに、他端部１１２がフィルタ部１２０を貫通して露出する位置との間で移動するように
配設されている。
【００６７】
　すなわち、スライダ１２２が移動範囲の最も他端側に移動した状態では、フィルタ部１
２０の少なくとも一部は導管部１１０の他端部１１２よりも案内部１０６の開口部側（他
端側）に位置する。そして、スライダ１２２が移動範囲の最も一端側に移動した状態では
、他端部１１２はフィルタ部１２０を貫通して他端側に露出する。
【００６８】
　弾性部材１２１は、弾性を有し、スライダ部１２２を他端側に向かって付勢する部材で
ある。弾性部材１２１の構成は特に限定されるものではないが、本実施形態では、弾性部
材１２１は、導管部１１０の周囲に巻回された圧縮コイルバネである。
【００６９】
　弾性部材１２１の付勢力によって、スライダ部１２２は、外力が加えられない状態にお
いて、図７に示すように移動範囲の他端側に位置する。すなわち、外力が加えられない状
態においては、フィルタ部１２０の少なくとも一部が導管部１１０の他端部１１２よりも
案内部１０６の開口部側に位置している。
【００７０】
　以上に説明した構成を有する薬液採取装置１００ｃを用いて、第１の薬液貯留部１０内
に貯留された薬液を採取するには、導管部１１０の他端部１１２を、フィルタ部１２０及
び薬液採取容器２００の刺入部２０１に貫通させる。
【００７１】
　具体的には、薬液採取容器２００を、刺入部２０１を先端側として薬液採取装置１００
ｃの案内部１０６内に挿入し、図８に示すように、スライダ１２１が移動範囲の最も一端
側に移動するまで押し込む。この状態において、導管部１１０の他端部１１２は、フィル
タ部１２０及び刺入部２０１を貫通して、薬液採取容器２００の採取室２０２内に突出す
る。
【００７２】
　したがって、第１の実施形態と同様に、第１の薬液貯留部１０内と、採取室２０２内と
の圧力差によって、第１の薬液貯留部１０内の所定の体積の薬液が、導管部１１０を介し
て採取室２０２内に移送される。そして、刺入部２０１から導管部１１０の他端部１１２
を抜去することによって刺入部２０１の穿孔が閉塞され、薬液採取容器２００内に所定の
体積の薬液が採取される。
【００７３】
　ここで、本実施形態の薬液採取装置１００ｃでは、刺入部２０１から他端部１１２を抜
去する際、図９に示すように、弾性部材１２１の付勢力によってフィルタ部１２０が刺入
部２０１に常に当接した状態となる。
【００７４】
　これにより、刺入部２０１から他端部１１２を抜去する際に薬液がこぼれた場合には、
こぼれた薬液はフィルタ部１２０に吸収される。したがって本実施形態の薬液採取装置１
００ｃによれば、薬液を採取する際に、薬液が周囲に飛散したり薬液採取容器２００に付
着したままとなることがない。また、フィルタ部１２０は通気性を有することから、第１
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の薬液貯留部１０の通気口１５における通気を妨げることがない。
【００７５】
　なお、フィルタ部１２０は、他端部１１２により貫通された後に、略筒形状の案内部１
０６内を塞ぐように復元することが好ましい。このように、薬液の採取時以外は案内部１
０６をフィルタ部１２０によって塞ぐことによって、薬液の蒸気の拡散を抑制することが
できる。
【００７６】
　また、フィルタ部１２０は、活性炭を含むことが好ましい。このように薬液の蒸気が通
過するフィルタ部１２０に活性炭を含ませることにより、薬液の蒸気の脱臭を行うことが
可能となる。
【００７７】
　また、上述した本実施形態においては、フィルタ部１２０は、フィルタ部１２０とは別
部材の弾性部材１２１の付勢力によって常に刺入部２０１に当接するように付勢される構
成としたが、フィルタ部１２０が例えばスポンジのような弾性を有する部材であれば、フ
ィルタ部１２０は、自らの弾性による復元力によって刺入部２０１に当接するものであっ
てもよい。すなわち、フィルタ部１２０と弾性部材１２１とは、同一の部材により構成さ
れる形態であってもよい。
【００７８】
（第４の実施形態）
　以下に、本発明の第４の実施形態を図１０から図１６を参照して説明する。第４の実施
形態は、第１の実施形態に対して薬液採取容器の構成が異なる。以下では第１の実施形態
との相違点のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の
符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【００７９】
　図１０に示すように、本実施形態の薬液採取容器２００ｄは、内視鏡洗浄消毒装置１の
薬液貯留部から採取した薬液を収容する採取室２１１を有する採取容器部２１０と、薬液
と反応する試薬２０６を収容する試薬収容室２４１を有する試薬容器部２４０と、を具備
して構成されている。薬液採取容器２００ｄの採取室２１１及び試薬収容室２４１は、そ
れぞれ独立した空間部であって、隔壁部２３０によって隔てられている。
【００８０】
　採取容器部２１０及び試薬容器部２４０は、外部から加えられる力（外力）によって相
対的に移動可能に構成されている。そして、採取容器部２１０の採取室２１１及び試薬容
器部２４０の試薬収容室２４１を隔てる隔壁部２３０は、採取容器部２１０及び試薬容器
部２４０の相対的な移動に伴い加えられる力によって破断するように構成されている。
【００８１】
　薬液採取容器２００ｄは、概略的には、内視鏡洗浄消毒装置１の薬液貯留部から所定の
体積の薬液を採取室２１１内に採取し、隔壁部２３０が破断することによって採取室２１
１と試薬収容室２４１とを連通して試薬２０６を薬液と反応させるためのものである。
【００８２】
　ここで、薬液の薬効確認試験の目的及び形態は特に限定されるものではないが、例えば
内視鏡洗浄消毒装置１の薬液貯留部内の薬液の濃度を測定する試験等が挙げられる。また
、試薬２０６は、薬液との反応によって薬液の状態を試験するためのものであって、薬液
の薬効確認試験の形態に応じて適宜に選択されるものであり、その形態は特に限定される
ものではない。例えば試薬２０６は、液体状、固形状又は粉末状の形態であってもよいし
、いわゆる試験紙状に紙片に塗布される形態であってもよいし、試薬収容室２４１の内周
面に塗布される形態であってもよい。
【００８３】
　本実施形態では一例として、薬液採取容器２００ｄは、薬液の濃度を測定するために試
薬２０６を薬液と反応させるものとする。また、本実施形態では、試薬２０６は液体状で
あって、薬効確認試験は、薬液採取容器２００ｄ内の薬液と試薬２０６との混合液の吸光
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度を吸光光度計によって測定し、この測定結果に基づいて薬液の濃度を算出するものとす
る。
【００８４】
　本実施形態の薬液採取容器２００ｄの具体的な構成を以下に説明する。　
　本実施形態では、薬液採取容器２００ｄを構成する採取容器部２１０及び試薬容器部２
４０は別体として形成されている。採取容器部２１０及び試薬容器部２４０には、互いに
螺合する第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０が固設されている。
【００８５】
　第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０は、採取容器部２１０を試薬容器部２４０に対
して所定の方向に相対的に回動させることによって、採取容器部２１０が試薬容器部２４
０に近づく方向に相対的に移動するように設けられている。
【００８６】
　図１０に示すように、本実施形態では、採取容器部２１０及び試薬容器部２４０は、互
いが第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０以外の箇所で接触しないように、第１ネジ部
２２０及び第２ネジ部２５０が所定の長さだけ螺合した状態（所定の山数だけ螺合した状
態）で組み合わされている。
【００８７】
　本実施形態では、第１ネジ部２２０は、採取容器部２１０の外周を隙間を有して囲うよ
うに配設された円筒形状部２１９の内周面に形成された雌ネジ部であり、第２ネジ部２５
０は、試薬容器部２４０から延出する円筒形状部２４９の外周面に形成された雄ネジ部で
ある。なお、本実施形態では、第１ネジ部２２０が雌ネジであり、第２ネジ部２５０が雄
ネジであるとしたが、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の雌雄はこの反対であって
もよい。
【００８８】
　まず、採取容器部２１０の詳細な構成について説明する。　
　採取容器部２１０は、第１の実施形態の薬液採取容器２００と同様に、壁面部２１２と
壁面部２１２の開口部に設けられた刺入部２０１によって密閉された所定の容積の採取室
２１１を有している。
【００８９】
　壁面部２１２及び刺入部２０１により密閉された採取室２１１内は、大気圧よりも低い
所定の圧力（負圧状態）とされている。したがって、本実施形態の薬液採取容器２００ｄ
は、薬液採取装置１００の導管部１１０の他端部１１２を刺入部２０１に貫通させること
によって、内視鏡洗浄消毒装置１の薬液貯留部から所定の体積の薬液を採取室２１１内に
採取することが可能に構成されている。
【００９０】
　壁面部２１２は、雌ネジである第１ネジ部２２０が形成された円筒形状部２１９の内側
に固設されている。また壁面部２１２は、第１ネジ部２２０と第２ネジ部２５０との螺合
によって採取容器部２１０が試薬容器部２４０に近づく方向に面する第１壁部２１５を有
する。本実施形態では、壁面部２１２は、第１壁部２１５を底面とした略有底筒状であっ
て、第１壁部２１５が、第１ネジ部２２０の中心軸と略直交するように第１ネジ部２２０
に対して固設されている。
【００９１】
　採取容器部２１０の第１壁部２１５には、第１破断部２１６が設けられている。第１破
断部２１６は、第１壁部２１５に所定の向きの所定の強さの力Ｆ１が加えられた場合に破
断し、かつ採取室２１１内と大気圧との圧力差によって第１壁部２１５に加えられる力で
は破断せずに採取室２１１の密閉を保つように構成されている。
【００９２】
　第１破断部２１６を所定の向きの所定の強さの力Ｆ１によって破断させる構成は特に限
定されるものではないが、例えば第１壁部２１５に脆弱な部位を形成してこれを第１破断
部２１６とする構成が考えられる。この場合、第１破断部２１６は、第１壁部２１５の一
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部の厚さを薄くする方法や、第１壁部２１５に形成された貫通孔を、所定の強さの力Ｆ１
によって剥離するように接着又は溶着された部材によって塞ぐ方法等によって実現可能で
ある。
【００９３】
　本実施形態では一例として、第１破断部２１６は、第１壁部２１５の両面又は一方の面
に、所定の深さの溝部を形成することによって設けられた薄肉部である。第１破断部２１
６は、第１壁部に２１５に、採取室２１１側へ押圧する方向の所定の強さの力Ｆ１が加え
られた場合に破断する。
【００９４】
　また、図１１に示す本実施形態では、第１破断部２１６は、略円形の開いた曲線状、い
わゆるＣ字状に設けられた薄肉部からなる。言い換えれば、本実施形態の第１破断部２１
６は、略円形に設けられた薄肉部の一部に他よりも厚肉の厚肉部２１７が形成されてなる
。
【００９５】
　このように溝状の第１破断部２１６を開いた曲線状とすることによって、第１破断部２
１６が破断した場合に、Ｃ字状の第１破断部２１６に囲まれた第１壁部２１５の一部は採
取容器部２１０から離脱せずに厚肉部２１７において採取容器部２１０に繋がれたままと
なる。これにより、第１壁部２１５の一部が、薬液採取容器２００ｄ内を移動して薬液の
薬効確認試験を妨げてしまうことを防止することができる。例えば本実施形態では、薬液
と試薬２０６との混合液中に第１壁部２１５の一部が混入して、吸光光度計による濃度の
測定を妨げてしまうことを防止することができる。
【００９６】
　なお、第１破断部２１６は、溝状の薄肉部を２本の交差した直線状に形成したいわゆる
Ｘ字状であってもよいし、溝状の薄肉部を三角形や矩形等の多角形状に形成したものであ
ってもよい。
【００９７】
　また、第１壁部２１５には、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の螺合によって採
取容器部２１０を試薬容器部２４０に近づく方向へ相対的に移動させた場合に、後述する
試薬容器部２４０に当接することによって第１壁部２１５を採取室２１１側に押圧する第
１押圧部２１８が設けられている。本実施形態では、第１押圧部２１８は、第１壁部２１
５から、採取室２１１とは反対側に突出した凸部である。
【００９８】
　なお、第１押圧部２１８は、採取容器部２１０を試薬容器部２４０に近づく方向へ相対
的に移動させた場合に、第１壁部２１５に第１壁部２１５を採取室２１１側に押圧する力
を加える構成であればよい。例えば、第１押圧部２１８は、試薬容器部２４０の第１壁部
２１５に対向する部位から第１壁部２１５に向かって突出するように設けられた凸部であ
ってもよい。
【００９９】
　また、採取容器部２１０には、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の螺合によって
採取容器部２１０が試薬容器部２４０に近づく方向へ相対的に移動した場合に、試薬容器
部２４０の詳しくは後述する第２壁部２４５に当接して第２壁部２４５を試薬収容室２４
１側に押圧する第２押圧部２１３が設けられている。
【０１００】
　本実施形態では、第２押圧部２１３は、第１破断部２１６の周囲を囲う略環状に形成さ
れている。言い換えれば、第２押圧部２１３は、有底筒状である壁面部２１２の側壁部の
、底面（第１壁部２１５）側の端部である。
【０１０１】
　ここで、採取容器部２１０を試薬容器部２４０に近づく方向へ相対的に移動させた場合
、第２押圧部２１３が第２壁部２４５に押圧力を加えるよりも先に、第１押圧部２１８が
第１壁部２１５に押圧力を加えるように構成されている。本実施形態では、第１押圧部２
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１８は、第２押圧部２１３と同様に試薬容器部２４０の第２壁部２４５に当接するもので
あって、第２押圧部２１３よりも第２壁部２４５側に突出している。
【０１０２】
　以上に説明した構成を有する壁面部２１１の材料は特に限定されるものではないが、例
えば壁面部２１２をポリエチレン、ポリプロピレン又はフッ素樹脂等の合成樹脂によって
構成すれば、壁面部２１１と第１ネジ部２２０とを一体に形成することができ、また第１
破断部２１６の形成も容易であることから好ましい。
【０１０３】
　次に、試薬容器部２４０の詳細な構成を説明する。　
　試薬容器部２４０は、密閉された所定の容積の空間部である試薬収容室２４１を有して
いる。本実施形態では、試薬容器部２４０は、略有底筒状の壁面部２４２と壁面部２４２
の開口部を密閉する壁面部２４３により囲まれた試薬収容室２４１を有している。
【０１０４】
　また、本実施形態では、試薬容器部２４０の少なくとも一部が、吸光光度計の測定光を
透過させることが可能なように、透明な部材により構成されている。具体的には、壁面部
２４２が、透明な部材により構成されている。なお、薬液採取容器２００ｄにおいて、吸
光光度計の測定光を透過可能に構成される箇所は、試薬容器部２４０に限られるものでは
なく、例えば採取容器部２１０であってもよい。
【０１０５】
　壁面部２４３は、雄ネジである第２ネジ部２５０が形成された円筒形状部２４９に固設
されている。また壁面部２４３は、第１ネジ部２２０と第２ネジ部２５０との螺合によっ
て試薬容器部２４０が採取容器部２１０に近づく方向に面する第２壁部２４５と、第２壁
面部２４５を底面部とした凹形状の凹部２７０を有する。
【０１０６】
　本実施形態では、壁面部２４３は、第２ネジ部２５０が形成された円筒形状部２４９と
一体に形成されており、第２壁部２４５は、円筒形状部２４９を塞ぎ、第２ネジ部２５０
の中心軸と略直交するように配設されている。また、凹部２７０は、底面部としての第２
壁部２４５と、側面部としての円筒形状部２４９とによって構成されている。
【０１０７】
　第２壁部２４５は、図１０に示すように、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０が所
定の長さだけ螺合した状態において、凹部２７０内で採取容器部２１０の第１壁部２１５
と対向する。
【０１０８】
　試薬容器部２４０の第２壁部２４５には、第２破断部２４６が設けられている。第２破
断部２４６は、第２壁部２４５に所定の向きの所定の強さの力Ｆ２が加えられた場合に破
断し、かつ採取容器部２１０の第１破断部２１０を破断させる所定の強さの力Ｆ１では破
断しないように構成されている。なお、第２破断部２４６を、所定の向きの所定の強さの
力Ｆ２によって破断させる構成は特に限定されるものではないことは、第１破断部２１６
の場合と同様である。
【０１０９】
　本実施形態では一例として、第２破断部２４６は、第２壁部２４５の両面又は一方の面
に、所定の深さの溝部を形成することによって設けられた薄肉部である。第２破断部２４
６は、第２壁部に２４５に、試薬収容室２４１側へ押圧する方向に力Ｆ１よりも強い所定
の強さの力Ｆ２を加えられた場合に破断する。
【０１１０】
　すなわち、採取容器部２１０の第１破断部２１６及び試薬容器部２４０の第２破断部２
４６は同様の構成を有するものであるが、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の中心
軸に沿う方向に加えられる外力に対する強度は、第１破断部２１６よりも第２破断部２４
６の方が高い。
【０１１１】
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　第１破断部２１６と第２破断部２４６との間に強度の差を設ける方法は、材料や形状等
に適宜に差異をもたせることによって実現可能であり、特に限定されるものではないが、
本実施形態では一例として、第２破断部２４６の厚さを第１破断部２１６よりも厚くする
ことによって、第２破断部２４６の強度を第１破断部２１６よりも高くしている。
【０１１２】
　また、図１２に示す本実施形態では、第２破断部２４６は、略円形の開いた曲線状、い
わゆるＣ字状に設けられた薄肉部からなる。言い換えれば、本実施形態の第２破断部２４
６は、略円形に設けられた薄肉部の一部に他よりも厚肉の厚肉部２４７が形成されてなる
。
【０１１３】
　このように溝状の第２破断部２４６を開いた曲線状とすることによって、第２破断部２
４６が破断した場合に、第２壁部２４５の一部は試薬容器部２４０から離脱せずに厚肉部
２４７において試薬容器部２４０に繋がれたままとなる。これにより、第２壁部２４５の
一部が、薬液採取容器２００ｄ内を移動して薬液の薬効確認試験を妨げてしまうことを防
止することができる。例えば本実施形態では、薬液と試薬２０６との混合液中に第２壁部
２４５の一部が混入して、吸光光度計による濃度の測定を妨げてしまうことを防止するこ
とができる。
【０１１４】
　なお、第２破断部２４６は、溝状の薄肉部を２本の交差した直線状に形成したいわゆる
Ｘ字状であってもよいし、溝状の薄肉部を三角形や矩形等の多角形状に形成したものであ
ってもよい。
【０１１５】
　以上に説明した構成を有する壁面部２４３の材料は特に限定されるものではないが、例
えば壁面部２４３をポリエチレン、ポリプロピレン又はフッ素樹脂等の合成樹脂によって
構成すれば、壁面部２４３と第２ネジ部２５０とを一体に形成することができ、また第２
破断部２４６の形成も容易であることから好ましい。
【０１１６】
　また、本実施形態では、採取容器部２１０と試薬容器部２４０との間には取り外し可能
なストッパ２８０が配設されている。ストッパ２８０は、第１ネジ部２２０及び第２ネジ
部２５０が所定の長さだけ螺合した状態において、採取容器部２１０の試薬容器部２４０
に近づく方向への移動を規制するためのものである。
【０１１７】
　ストッパ２８０は、採取容器部２１０の試薬容器部２４０に近づく方向への移動を規制
するものであればよく、例えばストッパ２８０は、採取容器部２１０と試薬容器部２４０
との間に挟持されるスペーサ状の形態であってもよいし、採取容器部２１０と試薬容器部
２４０とを熱収縮させた樹脂フィルムによって被覆して両者を固定する、いわゆるシュリ
ンク包装状の形態であってもよい。
【０１１８】
　本実施形態では一例として、ストッパ２８０は、雄ネジである第２ネジ部２５０の基端
側の周囲に嵌め合わされる略環状の部材であって、第１ネジ部２２０と第２ネジ部２５０
との所定の長さ以上の螺合を規制するスペーサとして作用する。ストッパ２８０は、図１
１に示すように一部を切り欠いた、いわゆるＣ字形状であって、所定の力を加えることに
よって第２ネジ部２５０の周囲から取り外すことができる。
【０１１９】
　以上のように本実施形態の試薬採取容器２００ｄでは、採取容器部２１０及び試薬容器
部２４０が別体として形成されていることから、採取室２１１と試薬収容室２４１とを隔
てる隔壁部２３０は、採取容器部２１０の第１壁部２１５及び試薬容器部２４０の第２壁
部２４５によって構成される。
【０１２０】
　以上に説明した構成を有する試薬採取容器２００ｄを用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の
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薬液貯留部から薬液を採取し、試薬２０６を採取した薬液と反応させる際の作用を、以下
に説明する。なお、以下の説明では、第１の実施形態において説明した薬液採取装置１０
０を用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の第１の薬液貯留部１０内から薬液を採取するものと
する。
【０１２１】
　まず、図１３に示すように、採取容器部２１０の刺入部２０１に、薬液採取装置１００
の導管部１１０の他端部１１２を刺入し、他端部１１２を採取室２１１内にまで貫通させ
る。すると、第１の実施形態と同様に、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と負圧状態
とされた採取室２１１内との圧力差によって、薬液２０５が、所定の体積だけ導管部１１
０を介して採取室２１１内に移送される。
【０１２２】
　次に、図１４に示すように、第２ネジ部２５０の周囲に嵌め合わされたストッパ２８０
を取り外す。これにより、採取容器部２１０を、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０
の螺合する長さを増やす方向に、試薬容器部２４０に対して相対的に回動させることが可
能となる。すなわち、採取容器部２１０は、試薬容器部２４０に近づく方向へ相対的に移
動することが可能となる。
【０１２３】
　以下の説明において、採取容器部２１０が試薬容器部２４０に近づく方向へ相対的に移
動するように、採取容器部２１０を試薬容器部２４０に対して相対的に回動させる動作を
、採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込む、と称するものとする。また、スト
ッパ２８０を取り外した後は、薬液採取容器２００ｄは、採取容器部２１０を試薬容器部
２４０よりも上方に位置する姿勢で使用されるものとする。
【０１２４】
　採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、まず採取容器部２１０の
第１壁部２１５に設けられた第１押圧部２１８が、試薬容器部２４０の第２壁部２４５に
当接する。さらに採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込むと、第２壁部２４５
は、第１壁部２１５の第１押圧部２１８によって、試薬収容室２４１側に押圧される。言
い換えれば、第１壁部２１５は、第１押圧部２１８が第２壁部２４５を押圧する反力によ
って、採取室２１１側に押圧される。
【０１２５】
　ここで、第１壁部２１５の第１破断部２１６及び第２壁部２４５の第２破断部２４６に
ついて、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の中心軸に沿う方向に加えられる外力に
対する強度は、第１破断部２１６よりも第２破断部２４６の方が高い。
【０１２６】
　したがって、採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいき、第１壁部２１
５を採取室２１１側に押圧する力が所定の力Ｆ１に達すると、図１５に示すように、第１
破断部２１６が凹部２７０内において破断する。第１破断部２１６が破断すると、採取室
２１１内と凹部２７０とが連通し、採取室２１１内に収容されていた所定の体積の薬液２
０５は、採取室２１１内から流れ出して第２壁面部２４５を底面部とした凹部２７０内に
貯留される。
【０１２７】
　図１５の状態からさらに採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、
採取容器部２１０の第２押圧部２１３が、試薬容器部２４０の第２壁部２４５に当接し、
第２壁部２４５は、第２押圧部２１３によって試薬収容室２４１側に押圧される。
【０１２８】
　さらに採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいき、第２押圧部２１３が
第２壁部２４５を試薬収容室２４１側に押圧する力が所定の力Ｆ２に達すると、図１６に
示すように、第２破断部２４６が破断する。第２破断部２４６が破断すると、凹部２７０
と試薬収容室２４１とが連通され、凹部２７０に貯留されていた所定の体積の薬液２０５
は、試薬収容室２４１内に流れ込み試薬２０６と混合する。
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【０１２９】
　すなわち、本実施形態の薬液採取容器２００ｄでは、採取容器部２１０を試薬容器部２
４０に対して相対的に回動させる外力を加えることによって、採取室２１１と試薬収容室
２４１とを隔てる隔壁部２３０が破断して採取室２１１と試薬収容室２４１とが連通し、
試薬２０６を所定の体積の薬液２０５と反応させることができる。
【０１３０】
　試薬収容室２４１の壁面部２４２は、吸光光度計の測定光を透過させることが可能なよ
うに、透明な部材で形成されていることから、薬液採取容器２００ｄ内の薬液２０５と試
薬２０６との混合液を他の容器に移し替えることなく、吸光光度計を用いて薬液２０５の
濃度を測定することが可能である。
【０１３１】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、薬液採取容器２００ｄの刺入部２０１に
、導管部１１０の他端部１１２を刺入するという簡易な作業のみで、採取室２１１内に正
確に所定の体積の薬液２０５を採取することができる。
【０１３２】
　そして本実施形態によれば、採取容器部２１０を採取容器部２１０と螺合する試薬容器
部２４０に対して相対的に回動させて、採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込
むという簡易な作業のみで、試薬２０６を所定の体積の薬液２０５と反応させることがで
き、容易かつ正確に薬液の薬効確認試験を行うことができる。具体的には、本実施形態の
薬石採取容器２００ｄを用いることによって、内視鏡洗浄消毒装置１の第１の薬液貯留部
１０内に貯留された薬液の濃度を、容易かつ正確に測定することができる。
【０１３３】
　なお、第２の実施形態で説明したように、薬液は、第２の薬液貯留部２０から採取する
形態であってもよいことは言うまでもない。
【０１３４】
（第５の実施形態）　
　以下に、本発明の第５の実施形態を図１７から図１９を参照して説明する。第５の実施
形態は、第４の実施形態に対して薬液採取容器の構成が異なる。以下では第４の実施形態
との相違点のみを説明するものとし、第４の実施形態と同様の構成要素については同一の
符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１３５】
　図１７に示すように、本実施形態の薬液採取容器２００ｅは、試薬容器部２４０の凹部
２７０内に計量用凹部２７１を具備している。計量用凹部２７１は、第２壁部２４５から
試薬収容室２４１とは反対側に延出して第２破断部２４６の周囲を囲う略筒状の側壁部２
７２によって構成されている。
【０１３６】
　計量用凹部２７１の側壁部２７１は、第１押圧部２１８と第２壁部２４５との当接、及
び第２押圧部２１３と第２壁部２４５との当接を妨げないように配設されている。本実施
形態では、第２ネジ部２５０の中心軸に沿って見た場合に、側壁部２７１は、第２押圧部
２１３を隙間を有して囲むように配設されている。
【０１３７】
　側壁部２７２の先端部は、円筒形状部２４９の先端部よりも第２壁部２４５側に位置し
ている。すなわち、試薬採取容器２００ｅを、採取容器部２１０を上側、試薬容器部２４
０を下側として保持した場合に、側壁部２７２の先端部は円筒形状部２４９の先端部より
も下側に位置する。また側壁部２７２は、凹部２７０の側面部である円筒形状部２４９と
は離間して配設されている。すなわち、計量用凹部２７１の周囲には溝部２７３が形成さ
れている。
【０１３８】
　以上に説明した構成を有する試薬採取容器２００ｅを用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の
薬液貯留部から薬液を採取し、試薬２０６を採取した薬液と反応させる際の作用を、以下
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に説明する。
【０１３９】
　まず、第４の実施形態と同様に、採取容器部２１０の刺入部２０１に、薬液採取装置１
００の導管部１１０の他端部１１２を刺入し、他端部１１２を採取室２１１内にまで貫通
させる。これにより、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と負圧状態とされた採取室２
１１内との圧力差によって、薬液２０５が導管部１１０を介して採取室２１１内に移送さ
れる。
【０１４０】
　次に、第２ネジ部２５０の周囲に嵌め合わされたストッパ２８０を取り外し、採取容器
部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、まず採取容器部２１０の第１壁部２
１５に設けられた第１押圧部２１８が、試薬容器部２４０の第２壁部２４５に当接する。
そして、第１壁部２１５を採取室２１１側に押圧する力が所定の力Ｆ１に達すると、図１
８に示すように、第１破断部２１６が破断する。
【０１４１】
　第１破断部２１６が破断すると、採取室２１１内と計量用凹部２７１内とが連通し、採
取室２１１内に収容されていた所定の体積の薬液２０５は、採取室２１１内から計量用凹
部２７１内に流れ出す。計量凹部２７１内は、所定の体積の薬液２０５ａによって満たさ
れ、計量用凹部２７１から溢れた薬液２０５ｂは、計量用凹部２７１の周囲の溝部２７３
に貯留される。
【０１４２】
　ここで、計量用凹部２７１に貯留される薬液２０５ａの体積は、計量用凹部２７１の容
積及び採取容器部２１０の計量用凹部２７１内に存在する部位の体積によって定められる
。
【０１４３】
　図１８の状態からさらに採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、
採取容器部２１０の第２押圧部２１３が、試薬容器部２４０の第２壁部２４５に当接する
。第２押圧部２１３が第２壁部２４５を試薬収容室２４１側に押圧する力が所定の力Ｆ２
に達すると、図１９に示すように、第２破断部２４６が破断する。すなわち、計量用凹部
２７１の底面部が破断し、計量用凹部２７１内と試薬収容室２４１内とが連通する。
【０１４４】
　第２破断部２４６が破断すると、計量用凹部２７１に貯留されていた所定の体積の薬液
２０５ａは、試薬収容室２４１内に流れ込み、試薬２０６と混合される。一方、溝部２７
３に貯留されている薬液２０５ｂは、溝部２７３内に留まったままとなる。
【０１４５】
　したがって、本実施形態の薬液採取容器２００ｅでは、採取室２１１内に採取した薬液
２０５を計量用凹部２７１において計量し、所定の体積の薬液２０５ａだけを試薬２０６
と反応させることができる。
【０１４６】
　本実施形態によれば、例えば、個々の試薬採取容器２００ｅの採取室２１１内の圧力が
ばらつき、採取室２１１内に採取する薬液２０５の体積に変動が生じてしまった場合であ
っても、試薬採取容器２００ｅ内において所定の体積の薬液２０５ａを正確に計量して試
薬２０６と反応させることができる。
【０１４７】
　したがって本実施形態によれば、試薬採取容器２００ｅの製造時における採取室２１１
内の圧力管理が容易となり、試薬採取容器２００ｅの生産性を向上させることが可能とな
る。なお、その他の効果は、第４の実施形態と同様である。
【０１４８】
（第６の実施形態）　
　上述した第４の実施形態の薬液採取容器２００ｄでは、採取容器部２１０を試薬容器部
２４０に向かって近づく方向に相対的に移動させ、採取容器部２１０の推進力によって隔
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壁部２３０を押圧し、破断させる構成としたが、隔壁部２３０を破断させる方法はこれに
限られるものではない。例えば、隔壁部２３０の少なくとも一部をせん断力によって破断
させる構成であってもよい。
【０１４９】
　以下に、本発明の第６の実施形態として、隔壁部２３０をせん断力によって破断させる
ように構成した薬液採取容器２００ｆを図２０及び図２１を参照して説明する。なお、以
下では第４の実施形態との相違点のみを説明するものとし、第４の実施形態と同様の構成
要素については同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１５０】
　図２０に示すように、本実施形態の薬液採取容器２００ｆは、採取室２１１を有する採
取容器部３１０と、試薬収容室２４１を有する試薬容器部２４０とを具備して構成されて
いる。採取容器部３１０は、底面部３１８において、試薬容器部２４０の第２壁部２４５
の試薬収容室２４１とは反対側の面に固着されている。採取容器部３１０の底面部３１８
は、第２壁部２４５に設けられた第２破断部２４６と重ならないように固着されることが
好ましい。
【０１５１】
　また、第１壁部３１５には、第１ネジ部２２０が形成された円筒形状部２１９が固着さ
れている。円筒形状部２１９は、第１ネジ部２２０が試薬容器部２４０の第２ネジ部２５
０と所定の山数だけ螺合した状態において、第１壁部３１５に固着されている。
【０１５２】
　なお、第１壁部３１５を第２壁部２４５及び円筒形状部２１９に固着する方法は特に限
定されるものではないが、接着や溶着によるものであってもよいし、嵌合によるものであ
ってもよい。また、第１壁部３１５を第２壁部２４５及び円筒形状部２１９の少なくとも
一方と一体に形成するものであってもよい。
【０１５３】
　採取容器部３１０の側面部である第１壁部３１５の外周面には、所定の深さの溝部を周
方向に形成することによって設けられた薄肉の第１破断部３１６が形成されている。第１
破断部３１６は、第１壁部３１５の円筒形状部２１９が固着された箇所よりも底面部３１
８側に形成されている。
【０１５４】
　以上に説明した構成を有する試薬採取容器２００ｆを用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の
薬液貯留部から薬液を採取し、試薬２０６と採取した薬液とを反応させる際の作用を、以
下に説明する。
【０１５５】
　まず、第４の実施形態と同様に、採取容器部３１０の刺入部２０１に、薬液採取装置１
００の導管部１１０の他端部１１２を刺入し、他端部１１２を採取室２１１内にまで貫通
させる。これにより、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と負圧状態とされた採取室２
１１内との圧力差によって、所定の体積の薬液２０５が導管部１１０を介して採取室２１
１内に移送される。
【０１５６】
　次に、第２ネジ部２５０の周囲に嵌め合わされたストッパ２８０を取り外し、第１ネジ
部２２０が形成された円筒形状部２１９を試薬容器部２４０に対して相対的に回動させる
と、一方が円筒形状部２１９に固着され、他方が試薬容器部２４０に固着された採取容器
部３１０には、採取容器部３１０を第１ネジ部２２０の中心軸周りにひねる方向の力が加
えられる。
【０１５７】
　すなわち、円筒形状部２１９を試薬容器部２４０に対して相対的に回動させると、採取
容器部３１０の側面部である第１壁部３１５には、せん断力が加えられる。そして、この
せん断力が所定の値に達すると、第１壁部３１５は、薄肉の第１破断部３１６において破
断する。第１破断部３１６が破断すると、採取室２１１内と凹部２７０内とが連通し、採
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取室２１１内に収容されていた所定の体積の薬液２０５は凹部２７０内に流れ出す。
【０１５８】
　さらに円筒形状部２１９を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、第１壁部３１５の
円筒形状部２１９に固着された部位が、試薬容器部２４０に近づく方向に移動する。そし
て、第１壁部３１５の円筒形状部２１９に固着された部位が試薬容器部２４０の第２壁部
２４５に当接し、第２壁部２４５を試薬収容室２４１側に押圧する力が所定の強さに達す
ると、図２１に示すように、第２破断部２４６が破断する。第２破断部２４６が破断する
と、凹部２７０内と試薬収容室２４１内とが連通し、凹部２７０に貯留されていた所定の
体積の薬液２０５は、試薬収容室２４１内に流れ込み試薬２０６と混合される。
【０１５９】
　以上のように、せん断力によって採取容器部３１０の第１壁部３１５を破断させる本実
施形態の試薬採取容器２００ｆにおいても、第４の実施形態と同様に、所定の体積の薬液
２０５を容易な操作で正確に採取することができ、さらに採取容器部２１０を試薬容器部
２４０に対して相対的に回動させる外力を加えるという容易な操作によって、試薬２０６
を所定の体積の薬液２０５と反応させ、薬液の薬効確認試験を行うことができる。
【０１６０】
（第７の実施形態）　
　上述した第４から第６の実施形態の薬液採取容器では、採取室２１１を密閉して負圧状
態に保ち、かつ液体状の試薬２０６を試薬収容室２４１内に密閉するために、採取室２１
１と試薬収容室２４１とを隔てる隔壁部２３０は２重壁構造とされている。このため、第
４から第６の実施形態の薬液採取容器では、隔壁部２３０を構成する第１壁部及び第２壁
部を順次に破断させる形態を有している。
【０１６１】
　しかしながら、例えば試薬２０６が粉末状であって試薬収容室２４１を密閉する必要が
ない場合や、異なる構成によって試薬収容室２４１を密閉することが可能な場合には、隔
壁部２３０は採取室２１１を密閉する壁面部のみとすることが可能である。
【０１６２】
　以下に、本発明の第７の実施形態として、隔壁部２３０を採取室２１１を密閉する壁面
部のみとした薬液採取容器２００ｇを図２２を参照して説明する。なお、以下では第４の
実施形態との相違点のみを説明するものとし、第４の実施形態と同様の構成要素について
は同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１６３】
　本実施形態では、採取容器部２１０の壁面部２１２は円筒形状を有する。一方、試薬容
器部２４０の壁面部２４３には、壁面部２１２が挿通される円形の開口部２９０が形成さ
れている。壁面部２１２は、第１ネジ部２２０及び第２ネジ部２５０の螺合に伴って、開
口部２９０内において、中心軸周りの回動、及び中心軸に沿う方向への進退移動が可能で
ある。
【０１６４】
　試薬容器部２４０の開口部２９０には、開口部２９０の内周面と壁面部２４３の外周面
に密接する、Ｏリング等からなるシール部２９１が配設されている。シール部２９１は、
壁面部２１２が中心軸周りの回動及び中心軸に沿う方向への進退移動を行ったとしても、
開口部２９０の内周面と壁面部２４３の外周面に密接した状態を維持する。このように、
本実施形態の試薬採取容器２００ｇでは、試薬容器部２４０の開口部２９０は、シール部
２９１及び採取容器部２１０の壁面部２１２により密閉される。したがって本実施形態で
は、採取室２１１と試薬収容室２４１とを隔てる隔壁部２３０は壁面部２１２のみによっ
て構成される。
【０１６５】
　また、試薬容器部２４０の開口部２９０内には、採取容器部２１０が試薬容器部２４０
側にねじ込まれた場合に、採取容器部２１０の第１壁部２１５に当接し、第１壁部２１５
を採取室２１１側に押圧する第１押圧部２９２が設けられている。
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【０１６６】
　以上に説明した構成を有する試薬採取容器２００ｇを用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の
薬液貯留部から薬液を採取し、試薬２０６を採取した薬液と反応させる際の作用を、以下
に説明する。
【０１６７】
　まず、第４の実施形態と同様に、採取容器部２１０の刺入部２０１に、薬液採取装置１
００の導管部１１０の他端部１１２を刺入し、他端部１１２を採取室２１１内にまで貫通
させる。これにより、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と負圧状態とされた採取室２
１１内との圧力差によって、所定の体積の薬液２０５が導管部１１０を介して採取室２１
１内に移送される。
【０１６８】
　次に、第２ネジ部２５０の周囲に嵌め合わされたストッパ２８０を取り外し、採取容器
部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込んでいくと、採取容器部２１０の第１壁部２１５
が、試薬容器部２４０内において、試薬容器部２４０に設けられた第１押圧部２９２に当
接する。さらに採取容器部２１０を試薬容器部２４０側にねじ込み、第１押圧部２９２が
第１壁部２１５を採取室２１１側に押圧する力が所定の力Ｆ１に達すると、第１破断部２
１６が破断する。第１破断部２１６が破断すると、採取室２１１内に収容されていた所定
の体積の薬液２０５は、試薬収容室２４１内に流れ出し、試薬２０６と混合される。
【０１６９】
　以上のように、本実施形態の試薬採取容器２００ｇにおいても、第４の実施形態と同様
に、所定の体積の薬液２０５を容易な操作で正確に採取することができ、さらに採取容器
部２１０を試薬容器部２４０に対して相対的に回動させる外力を加えることによって、試
薬２０６を所定の体積の薬液２０５と反応させ、薬液の薬効確認試験を行うことができる
。
【０１７０】
（第８の実施形態）　
　以下に、本発明の第８の実施形態を図２３から図２５を参照して説明する。以下では第
１の実施形態との相違点のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素につ
いては同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１７１】
　本実施形態の薬液採取容器４００は、概略的には、内視鏡洗浄消毒装置１の薬液貯留部
に貯留された薬液の薬効を試験するために、薬液貯留部から所定の体積の薬液を内部に採
取し、内部において試薬を薬液と反応させるためのものである。
【０１７２】
　ここで、薬液の薬効確認試験の目的及び形態は特に限定されるものではないが、本実施
形態では一例として、薬液採取容器４００は、薬液の濃度を測定するために液体状の試薬
を試薬と反応させるものとする。また、本実施形態では、薬液の薬効確認試験は、薬液採
取容器４００内において混合された薬液と試薬との混合液の吸光度を吸光光度計によって
測定し、この測定結果に基づいて薬液の濃度を算出するものとする。
【０１７３】
　図２３に示すように、本実施形態の薬液採取容器４００は、シリンダ部４０１、ピスト
ン部４０３、操作ロッド部４０４、ストッパ４０５及び逆止弁４２０を具備して構成され
ている。シリンダ部４０１は略円筒形状を有し、一端側にノズル４０２が設けられており
、他端側は開放されている。シリンダ部４０１は、少なくとも一部が、吸光光度計の測定
光を透過させることが可能なように、透明な部材により構成されている。
【０１７４】
　シリンダ部４０１内には、ピストン部４０３が配設されている。ピストン部４０３は、
シリンダ部４０１内を摺動可能であって、シリンダ部４０１内の空間を一端側及び他端側
の２つの空間に気密に区画する部材である。ここで、シリンダ部内においてピストン部４
０３によって２つに区画される空間のうち、ピストン部４０３よりも一端側（ノズル４０
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２側）の空間を採取室４０６と称するものとする。採取室４０６は、ノズル４０２を介し
てのみ外部に連通する空間であって、ピストン部４０３の移動によって容積が変化する。
【０１７５】
　ピストン部４０３の他端側（採取室４０６とは反対側）には、操作ロッド部４０４が固
設されている。操作ロッド部４０４は、棒状の部材であって、一端がピストン部４０３に
固定され、他端がシリンダ部４０１の他端側に延出している。操作ロッド部４０４は、ピ
ストン部４０３がシリンダ部４０１の一端側に位置している状態において、シリンダ部４
０１の他端よりも外側に突出する長さを有する。
【０１７６】
　本実施形態の試薬採取容器４００では、操作ロッド部４０４に軸方向の力を加えること
によって、シリンダ部４０１内においてピストン部４０３が移動し、採取室４０６の容積
が変化する。すなわち、本実施形態の試薬採取容器４００は、注射器状の構成を有する。
【０１７７】
　シリンダ部４０１の他端の開口部には、ストッパ４０５が配設されている。ストッパ４
０５は、シリンダ部４０１内においてピストン部４０３が一端側から他端側へ所定の位置
にまで移動した場合にピストン部４０３に当接し、ピストン部４０３の移動範囲を規定す
る部材である。
【０１７８】
　ノズル４０２には、逆止弁４２０が配設されている。逆止弁４２０は、シリンダ部４０
１の外部からノズル４０２を介して採取室４０６内へ至る流体の流れのみを許容し、採取
室４０６内からノズル４０２を介してシリンダ部４０１外へ至る流体の流れを規制する。
【０１７９】
　また、ノズル４０２には、管状の部材である導管部４１０の他端部４１２が接続されて
いる。導管部４１０は、図２４に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１の第１の薬液貯留部
１０に設けられた開口部１５から、第１の薬液貯留部１０内に挿入することができる。導
管部４１０は、第１の薬液貯留部１０内に挿入された状態において、一端部４１１が少な
くとも第１の薬液貯留部１０の満水水位Ｌ１よりも低い位置にまで届く長さを有する。な
お、導管部４１０は、一端部４１１が第１の薬液貯留部１０の下限水位Ｌ２よりも低い位
置にまで届く長さを有することが好ましい。
【０１８０】
　また、本実施形態では、ピストン部４０３を移動範囲の一端側からストッパ４０５に当
接しない所定の距離だけ移動させた状態において、採取室４０６内に所定の体積の試薬４
３０が充填されている。試薬４３０が充填された採取室４０６は、ピストン部４０３及び
逆止弁４２０によって密閉されているため、例えば操作ロッド部４０４に外力が加えられ
た場合であっても試薬４３０が外部に漏出することはない。言い換えれば、本実施形態で
は、逆止弁４２０がノズル４０２に設けられていることによって、ピストン部４０３の他
端側から一端側へ向かう移動が規制されるのであり、逆止弁４２０は、ピストン部４０３
に対していわゆる逆進防止機構として作用する。
【０１８１】
　以上に説明した構成を有する薬液採取容器４００を用いて、第１の薬液貯留部１０内に
貯留された薬液を採取するには、図２４に示すように、第１の薬液貯留部１０に設けられ
た開口部１５に、導管部４１０を挿入する。これにより、第１の薬液貯留部１０内に挿入
された導管部４１０の一端部４１１は、薬液４３１の液面よりも下方に位置する。また、
導管部４１０の他端部４１２は、薬液４３１の液面よりも上方に位置する。
【０１８２】
　次に、導管部４１０の一端部４１１を液面より下方に位置させたままの状態、すなわち
シリンダ部４０１の位置を保持した状態で、図２５に示すように、操作ロッド部４０４に
シリンダ部４０４の他端側に向かう力を加えて、ピストン部４０３をストッパ４０５に当
接する位置まで移動させる。
【０１８３】
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　ピストン部４０３の他端側への移動によって、採取室４０６内が大気圧よりも低い所定
の圧力（負圧状態）となる。このため、大気圧である第１の薬液貯留部１０内と、薬液採
取容器４００の採取室２０２内との圧力差によって、第１の薬液貯留部１０内の薬液４３
１が、導管部４１０を介して採取室４０６内に移送される。ここで、薬液採取容器４００
の採取室４０６内に所定の体積の薬液４３１が移送されると、第１の薬液貯留部１０内と
採取室４０６内との圧力差が無くなり、薬液４３１の移送が終了する。採取室４０６内に
移送された所定の体積の薬液４３１は、あらかじめ採取室４０６内に充填されていた試薬
４３０と混合される。
【０１８４】
　そして、シリンダ部４０１は、吸光光度計の測定光を透過させることが可能なように、
透明な部材で形成されていることから、採取室４０６内の薬液４３１と試薬４３０との混
合液を他の容器に移し替えることなく、吸光光度計を用いて薬液４３１の濃度を測定する
ことが可能である。
【０１８５】
　また、逆止弁４２０が設けられていることによって、採取室４０６内の試薬４３０と薬
液４３１との混合液は外部に漏出することがなく、吸光光度計を用いた濃度の測定時の薬
液採取容器４００の扱いは容易である。
【０１８６】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、導管部４１０を第１の薬液貯留部１０内
に挿入し、操作ロッド部４０４を引っ張るという簡易な工程の作業のみで、薬液採取容器
４００内に正確に所定の体積の薬液４３１を採取し、かつ試薬４３０を所定の体積の薬液
４３１と反応させ、薬液４３１の薬効確認試験を行うことができる。
【０１８７】
　なお、以上に説明した本実施形態では、試薬採取容器４００のノズル４０２に導管部４
１０が固定された構成としているが、導管部４１０はノズル４０２に対して脱着可能であ
って、導管部４１０が内視鏡洗浄消毒装置１の第１の薬液貯留部１０の通気口１５に固定
される形態であってもよい。
【０１８８】
（第９の実施形態）　
　以下に、本発明の第９の実施形態を図２６から図２８を参照して説明する。第９の実施
形態は、第８の実施形態に対して薬液採取容器の構成が異なる。以下では第８の実施形態
との相違点のみを説明するものとし、第８の実施形態と同様の構成要素については同一の
符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１８９】
　本実施形態の薬液採取容器４００ｂは、シリンダ部４０１の内周面４０１ａ、すなわち
ピストン部４０３の摺動面から内側に相対的に突出する複数の凸部が設けられている。複
数の凸部は、第１凸部４４１、第２凸部４４２、第３凸部４４３及び第４凸部４４４から
なる。
【０１９０】
　第１凸部４４１は、ピストン部４０３の一端側から他端側への移動を許容し、他端側か
ら一端側への移動を規制するように構成されている。すなわち第１凸部４４１は、いわゆ
る逆進防止機構としての作用を有する。
【０１９１】
　具体的には、第１凸部４４１は、シリンダ部４０１の一端側から他端側に向って縮径す
るテーパ面４４１ａと、テーパ面４４１ａの他端側に設けられシリンダ部４０１の中心軸
に略直交する平面部４４１ｂを有してなる。
【０１９２】
　ピストン部４０３が一端側から他端側へ移動する場合、ピストン部４０３は、第１凸部
４４１が形成された箇所においてテーパ面４４１ａの大径側から小径側へ向かって移動す
る。この場合、第１凸部４４１及びピストン部４０３の少なくとも一方が弾性変形するこ
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とによって、ピストン部４０３は、第１凸部４４１が形成された箇所を通過することがで
きる。また、ピストン部４０３が第１凸部４４１が形成された箇所を通過する際にも、ピ
ストン部４０３による採取室４０６の気密は保たれる。
【０１９３】
　一方、ピストン部４０３が他端側から一端側へ移動する場合、ピストン部４０３は、第
１凸部４４１が形成された箇所において平面部４４１ｂに突き当たり、他端側から一端側
への移動が規制される。
【０１９４】
　第２凸部４４２は、第１凸部４４１の他端側に配設されている。第２凸部４４２は、ピ
ストン部４０３の両方向への移動を許容するように構成されている。また、第２凸部４４
２は、ピストン部４０３が第２突部４４２が形成された箇所を通過する場合に、ピストン
部４０３の移動に所定の抵抗を与えるように構成されている。第２凸部４４２は、ピスト
ン部４０３の一端側が第１凸部４４１の平面部４４１ｂに当接した状態において、ピスト
ン部４０３の他端側に当接する位置に配設されている。
【０１９５】
　第３凸部４４３は、第２凸部４４２の他端側に配設されている。第３凸部４４３は、第
１凸部４４１と同様に、ピストン部４０３の一端側から他端側への移動を許容し、他端側
から一端側への移動を規制するように構成されている。
【０１９６】
　すなわち、第３凸部４４３は、シリンダ部４０１の一端側から他端側に向って縮径する
テーパ面４４３ａと、テーパ面４４３ａの他端側に設けられシリンダ部４０１の中心軸に
略直交する平面部４４３ｂを有してなる。なお、ピストン部４０３が第３凸部４４３が形
成された箇所を通過する際にも、ピストン部４０３による採取室４０６の気密は保たれる
。
【０１９７】
　第４凸部４４４は、第３凸部４４３の他端側に配設されている。第４凸部４４４は、ピ
ストン部４０４の他端側に当接することによって、ピストン部４０４の他端側への移動を
規制するように構成されている。第４凸部４４４は、ピストン部４０３の一端側が第３凸
部４４３の平面部４４３ｂに当接した状態において、ピストン部４０３の他端側に当接す
る位置に配設されている。
【０１９８】
　なお、以上に述べた第１凸部４４１、第２凸部４４２、第３凸部４４３及び第４凸部４
４４は、それぞれ内周面４０１の周方向に、全周にわたって形成されるものであってもよ
いし、周方向の一部に形成されるものであってもよい。また、第１凸部４４１、第２凸部
４４２、第３凸部４４３及び第４凸部４４４は、吸光光度計の測定光の透過を妨げること
がないように配設される。
【０１９９】
　以上に説明した構成を有する薬液採取容器４００ｂを用いて、内視鏡洗浄消毒装置１の
薬液貯留部から薬液を採取し、試薬を採取した薬液と反応させる際の作用を、以下に説明
する。
【０２００】
　まず、図２６のように、ピストン部４０３がシリンダ部４０１の一端側に突き当たった
状態で、ノズル４０２又はノズル４０２に接続された導管部４１０の一端部４１１を、図
示しない容器内に貯留された試薬内に浸す。そして、操作ロッド部４０４にシリンダ部４
０４の他端側に向かう力を加えて、ピストン部４０３の一端側が第1凸部４４１の平面部
４４１ｂに当接する位置にまでピストン部４０３を移動させる。
【０２０１】
　これにより、採取室４０６内は負圧状態となり、図２７に示すように所定の体積の試薬
４３０が採取室４０６内に移送される。この状態において、ピストン部４０３の一端側へ
の移動は第１凸部４４１によって規制されているため、例えば操作ロッド部４０４に一端
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側へ押圧する力が加えられた場合であっても試薬４３０が外部に漏出することはない。ま
た、この状態からピストン部４０３を他端側へ移動させる場合には、ピストン部４０３の
移動に第２凸部４４２を通過するための抵抗が加わる。このため、操作ロッド部４０４に
所定の強さの力が加えられない限り、ピストン部４０３が不意に移動してしまうことがな
い。
【０２０２】
　次に、第１の薬液貯留部１０に設けられた開口部１５に、導管部４１０を挿入する。こ
れにより、第１の薬液貯留部１０内に挿入された導管部４１０の一端部４１１は、薬液４
３１の液面よりも下方に位置する。また、導管部４１０の他端部４１２は、薬液４３１の
液面よりも上方に位置する。
【０２０３】
　そして、導管部４１０の一端部４１１を液面より下方に位置させたままの状態で、図２
８に示すように、操作ロッド部４０４にシリンダ部４０４の他端側に向かう力を加えて、
ピストン部４０３を第４凸部４４４に当接する位置まで移動させる。
【０２０４】
　ピストン部４０３の他端側への移動によって、採取室４０６内は負圧状態となり、第１
の薬液貯留部１０内から、所定の体積の薬液が採取室４０６内に移送される。採取室４０
６内に移送された所定の体積の薬液４３１は、あらかじめ採取室４０６内に充填されてい
た試薬４３０と混合される。
【０２０５】
　そして、シリンダ部４０１は、吸光光度計の測定光を透過させることが可能なように、
透明な部材で形成されていることから、採取室４０６内の薬液４３１と試薬４３０との混
合液を他の容器に移し替えることなく、吸光光度計を用いて薬液４３１の濃度を測定する
ことができる。
【０２０６】
　また、ピストン部４０３の他端側が第４凸部４４４に当接した状態において、ピストン
部４０３の一端側は第３凸部４４３の平面部４４３ｂに当接する。したがってこの状態で
は、ピストン部４０３の移動は両方向とも規制される。よって、操作ロッド部４０４に外
力が加えられた場合であっても、採取室４０６の容積は変化せず、採取室４０６内の試薬
４３０と薬液４３１との混合液が外部に漏出してしまうことがない。
【０２０７】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、操作ロッド部４０４を引っ張るという簡
易な工程の作業のみで、薬液採取容器４００ｂ内に正確に所定の体積の試薬４３０及び薬
液４３１を採取し、かつ試薬４３０を所定の体積の薬液４３１と反応させ、薬液４３１の
薬効確認試験を行うことができる。
【０２０８】
　また、本実施形態では、ピストン部４０３の一端側への移動を規制する第１凸部４４１
及び第３凸部４４３によって、採取室４０６から液体が漏出することを防止している。こ
のため、第８の実施形態のようにノズル４０２に逆止弁を設ける必要が無く、安価に製造
することができる。
【０２０９】
　なお、上述した説明では、所定の体積の試薬４３０を採取室４０６内に採取する操作と
、所定の体積の薬液４３１を採取室４０６内に採取する操作を連続したものとして説明し
たが、薬液採取容器４００ｂは、製造段階で採取室４０６内に所定の体積の試薬４３１が
充填された状態（図２７に示す状態）で提供される形態であってもよい。この場合、薬液
採取容器４００ｂは、ノズル４０２又は導管部４１０の一端部４１１が、キャップにより
封止された状態で提供されることが好ましい。
【０２１０】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
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を伴う内視鏡洗浄消毒装置、薬液採取装置及び薬液採取容器もまた本発明の技術的範囲に
含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０２１１】
　上述のように、本発明は、薬液を用いて内視鏡を処理する内視鏡洗浄消毒装置、薬液採
取装置及び薬液採取容器に対して好適である。
【符号の説明】
【０２１２】
　１　　内視鏡洗浄消毒装置、
　１ｂ　　第２の実施形態の内視鏡洗浄消毒装置、
　４　　移送管路、
　５　　ポンプ、
　６　　薬液導入管路、
　７　　薬液供給部、
　１０　　第１の薬液貯留部、
　１１　　桶状部、
　１２　　蓋部、
　１３　　ヒンジ部、
　１４　　パッキン、
　１５　　通気口、
　１５ａ　　端面部、
　２０　　第２の薬液貯留部、
　１００　　薬液採取装置、
　１００ｃ　　第３の実施形態の薬液採取装置、
　１０１　　保持部、
　１０２　　係合部、
　１０２ａ　　突き当て部、
　１０３　　凹部、
　１０４　　底面部、
　１０５　　管路、
　１０６　　案内部、
　１１０　　導管部、
　１１１　　一端部、
　１１２　　他端部、
　１２０　　フィルタ部、
　１２１　　弾性部材、
　１２２　　スライダ、
　２００　　薬液採取容器、
　２００ｄ　　第４の実施形態の薬液採取容器、
　２００ｅ　　第５の実施形態の薬液採取容器、
　２００ｆ　　第６の実施形態の薬液採取容器、
　２００ｇ　　第７の実施形態の薬液採取容器、
　２０１　　刺入部、
　２０２　　採取室、
　２０５　　薬液、
　２０６　　試薬、
　２１０　　採取容器部、
　２１１　　採取室、
　２１２　　壁面部、
　２１３　　第２押圧部、
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　２１５　　第１壁部、
　２１６　　第１破断部、
　２１７　　厚肉部、
　２１８　　第１押圧部、
　２１９　　円筒形状部、
　２２０　　第１ネジ部、
　２３０　　隔壁部、
　２４０　　試薬容器部、
　２４１　　試薬収容室、
　２４２　　壁面部、
　２４３　　壁面部、
　２４５　　第２壁部、
　２４６　　第２破断部、
　２４７　　厚肉部、
　２４９　　円筒形状部、
　２５０　　第２ネジ部、
　２７０　　凹部、
　２７１　　計量用凹部、
　２７２　　側壁部、
　２７３　　溝部、
　２８０　　ストッパ、
　２９０　　開口部、
　２９１　　シール部、
　２９２　　第１押圧部、
　３１０　　採取容器部、
　３１５　　第１壁部、
　３１６　　第１破断部、
　３１８　　底面部、
　４００　　薬液採取容器、
　４００ｂ　　第９の実施形態の薬液採取容器、
　４０１　　シリンダ部、
　４０２　　ノズル、
　４０３　　ピストン部、
　４０４　　操作ロッド部、
　４０５　　ストッパ、
　４０６　　採取室、
　４１０　　導管部、
　４１１　　一端部、
　４１２　　他端部、
　４２０　　逆止弁、
　４３０　　試薬、
　４３１　　薬液、
　Ｌ１　　満水水位、
　Ｌ２　　下限水位、
　Ｌ３　　満水水位。
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